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博⼠（法学） 國武 英⽣ 

 

学 位 論 ⽂ 題 ⽬ 

 

労働契約の基礎と法構造 

̶労働契約と労働者概念をめぐる⽇英⽶⽐較法研究̶ 

 

学位論⽂内容の要旨 

 

本稿は、イギリス法とアメリカ法の⽐較法研究を通じて、労働契約と労働者概念をめぐる

理論的基礎を明らかにするとともに、使⽤従属関係を対象とする画⼀的な労働法規制が機

能不全に陥っているという問題意識から、⾃営的就労に対する法的⼿法の意義と限界、その

制度設計のあり⽅について考察を⾏ったものである。グローバル化する社会経済と IT（情

報技術）化の進展に伴い、顕著に現れているのが雇⽤と⾃営の中間的な働き⽅の増加という

現象である。そうした状況下においてもっとも基本的な法的課題は、労働法が適⽤される前

提とされている労働契約とはどのような契約であるのか、また、労働契約以外の契約類型に

ついていかなる法的ルールをどこまで及ぼすべきかという問題である。 

わが国では伝統的に、労働契約を締結する者を労働法の対象となる当事者として基本的

に想定してきた。そこで想定される関係は、企業と継続的な契約関係に基づいた「労働」で

あり、労働法は、指揮命令下で働く使⽤従属関係をその対象とする法分野として歴史的に形

成されてきた。明確な⼆元的システムが社会の経済活動および社会構造に適合的だという

のがこれまでの理解であった。その結果、⾃営で働く者については、労働法の適⽤範囲から

外れ、労働法上の保護は及ばないものとして考えられ現在に⾄っている。 

しかし近年では、雇⽤システムの変化や就業形態の多様化、IT（情報技術）化の進展によ

り、SOHO、テレワーク、在宅就業者といった雇⽤と⾃営の中間的な働き⽅や、会社に所属

しないフリーランスといった働き⽅が急速に増加している。なかでも顕著なのが、世界で急

速に進んでいるシェアリング・エコノミーないしギグ・エコノミー（Gig economy）とよば

れる現象である。社会的変化によって雇⽤関係は、労働⼒を⼤量に投⼊して⽣産を⾏うとい

うかつての労働集約型の⽣産⽅式から、個々⼈が労働の⽣産を担う知識経済型また労働分

散型の⽣産⽅式への移⾏しつつある。指揮命令関係が相対的に緩やかになっている雇⽤関

係において、使⽤従属関係を基準にして⼀律に労働法の適⽤から排除していいかが問われ

ており、こうした働き⽅の変容をふまえた考察を⾏う必要がある。従来の学説では、労働者

概念に関する業績の蓄積がみられる⼀⽅で、英⽶の雇⽤契約や制定法上の概念については、



2 
 

歴史的・⽐較法的に必ずしも明らかにされておらず、指揮命令関係が希薄な⾃営的就労もふ

まえた総合的な研究は⼗分に⾏われてこなかったように思われる。 

以上のような問題意識から、本稿は、イギリス法とアメリカ法を中⼼とした⽐較法的検討

を⾏い、これまでの従来の研究を補い、また、多様化する就労形態の増加を想定したうえで、

労働契約の基本構造と労働市場の法的規制のあり⽅につき考察を⾏ったものである。 

まず、第１章において、わが国における学説・裁判例を検討し、わが国において労働契約

概念がどのように成⽴、発展してきたのかを考察し、労働契約をめぐる歴史的沿⾰と学説に

おける議論状況を通じて、現状の法的課題を明らかにした。現⾏の判断基準は、指揮命令関

係が稀薄な者の労働者性を否定する結果となっており、新しい役務・サービスに対して、既

存の典型契約の規定によるのでは⼗分に対応できていない状況が明らかとなる。 

第２章では、イギリス法の検討を⾏い、イギリスの雇⽤契約の歴史的展開を明らかにする

ことを試みるとともに、雇⽤契約の概念の意義と限界、制定法レベルにおける労働法の規律

のあり⽅について考察を⾏った。19 世紀前半までは請負と雇⽤といった区分は必ずしも存

在していなかったが、コモン・ローの法理と 20 世紀の社会保障⽴法の影響を多分に受ける

ことにより、雇⽤契約概念の基本的要素が形成され、被⽤者と⾃営業者に⼆分する法律体系

が形成された。 

その後、イギリスでは、被⽤者概念の判断基準を解釈によって⾒直すことにより、妥当な

結論を導こうとするアプローチがとられており、1998 年以降の制定法において第 3 のカテ

ゴリである「労働者」概念を導⼊することにより、労働法の⼀部のルールを拡張している。

現在では、基本的には被⽤者、労働者、⾃営業者の３分法による法体系を形成している。ま

た、労働者であることがデフォルトで推定され、使⽤者側が反証しないかぎり制定法の適⽤

が及ぶとするアプローチも⼀部の制定法で採⽤されていることが明らかになった。 

 続いて、第 3 章では、アメリカ法における被⽤者概念に関する検討を⾏った。ここでは、

アメリカにおける被⽤者性の判断基準の多様性、⽴法⽬的と適⽤範囲の設定、法的規制の問

題点等を分析した。アメリカ法の特徴は、法⽬的によって適⽤の判断基準を使い分けるアプ

ローチが明確に採⽤されていることである。連邦法レベルでは法律によって複数の基準を

使い分けるとともに、州法レベルでも異なる基準を採⽤しており、法⽬的によって柔軟に適

応範囲をアドホックに判断していく実態を把握できた。こうしたアプローチは、法⽬的に応

じて柔軟に対処できる点をメリットとして⾒出すことができる⼀⽅で、法⽬的によって判

断基準を使い分けることは、労働者⾃⾝がどの法律が適⽤されるのかを認識することが難

しく、混乱をもたらしているという指摘もなされている。連邦法レベルでも、従来の基準で

はなく、ABC 基準という新たな判断基準を採⽤する動向も明らかにした。 

 第 4 章では、新たな働き⽅であるライドシェアに代表されるシェアリング・エコノミー
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をめぐる訴訟を検討の素材にして、イギリスおよびアメリカにおける⾃営的就労をめぐる

法的論点について検討を⾏った。イギリス法では、雇⽤契約論の再構成の議論が⾏われてい

るのが特徴であり、また、第３のカテゴリである「労働者」概念を⾒直す議論も展開されて

いる。アメリカでは、「独⽴労働者（independent workers）」という新たな分類を設ける議

論も展開されている。また、内部告発法制や差別法制で採⽤されているように、⼆分法から

脱しカテゴリに依存しないニュートラルな規制のあり⽅も検討がなされていることも明ら

かになった。 

最後に、第５章において、これまでの⽐較法的考察をふまえて、わが国における労働契約

論をめぐる法状況について検討を⾏った。労働法学が、従属労働を超えて、独⽴労働も含む、

より広く定義された「労働」を扱うべきかが問われているが、イギリス法とアメリカ法の知

⾒が⽰唆するところは、従属労働関係にこだわらず、労働市場を構築する観点からプラット

フォーム企業を介在する働き⽅も含めた法的規制を指向していることである。 

本論⽂では、⽇本においても雇⽤と⾃営の中間的な働き⽅が増加していることに鑑み、そ

の法政策のための基軸の構築を試みた。イギリス法およびアメリカ法から得た雇⽤契約お

よび被⽤者概念の構造に関する理解は、今後、わが国における労働法体系を構築する上で、

重要な位置を占めるものである。  

 


